
優越的地位の濫用

〇独占禁止法が禁じる「不公正な取引方法」の１つ。

〇自己の取引上の地位が相手方に優越している一
方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を
利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益
を与えること。
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荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫
用を効果的に規制するために指定された独占禁止法
上の告示。

物流特殊指定

（注） 優越的地位の濫用を効果的に規制するために、物流特殊指定は規制対象を
明確化し、具体的な禁止行為を指定している。

荷主 物流事業者

物品の運送・
保管の委託
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荷主と物流事業者の取引に関する書面調査

〇 物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物
流事業者との取引状況を把握するために
書面調査を実施

〇 今年度の荷主向け調査については，対
象とした事業者（30,000名）に対し，令和３
年１０月８日に調査票を発出

〇 今年度の物流事業者向け調査について
は，対象とした事業者（40,000名）に対し，
令和４年１月１４日に調査票を発出
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